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1.平成30年度当初予算と府政運営について

知事は就任後、地域機関の 4広域振興局への再編や、行財

政改革の推進、人・間中心の京都づ くりや明日の京都によ

り、誰もが幸せを実感できる社会の実現に向けて施策を推進

し、府民安心の再構築や共生社会の実現、更には京都力の発

揮において成果を挙げるとともに、今後の京都の発展に繋が

る布石を打ったものと評価するが、平成30年度当初予算と府

政運営に関し、次の諸点について、知事の所見を伺いたい。

(1)今回の平成30年度当初予算案は、知事選挙を控え、骨格

]t予菫ヒ_な がら も国の補正予算も積極 [l句 に活用しつつ、LL

≡
=Iて「

==′三二 一二_て 、三貢量Fl l.こ 二三■してミ t:モ むベ

きt責をきつ■三年tlこ 長三 _、  |、 ヒ
|、

二■
‐1更え合う仁会つ く

罐 りや、全ての府民が自分の持てる力を発揮し、輝 くことので

きこli全づ
｀
く
~I=― t=■ _l〒・三で二 、́■ ■

―Jこ
:

(2)平成27年度に京都府地域創生戦略を策定 し、人口減少対

策と交流人口拡大に一体的に取 り組んできたが、人口減少や

地域間格差の拡大に歯止めがかからず、また、中小企業を中

心に企業の人手不足が深刻化しており、引き続き、本府が施

策を講じなければ、府民の未来は危ういものになると危惧す

るが、 4期 16年間を振 り返 り、自ら指揮を執った府政運営に

ついて、どのように評価するのか。また、今後、どのような

京都府づくりを目指していくべきと考えているのか。更に次

の知事に託したいこととはどのようなことか。当初予算編成

に込めた思いも含め、所見を伺いたい。

(3)知事が就任当時から取 り組んできた府域の均衡ある発展

は、この間、ハー ド・ソフト両面にわたる対策を講じてきた

が、格差が解消されたとは言えず、課題が残っている。こう

した中、京都縦貫自動車道の 4車線化や山陰本線園部以北の

平素は大変なご指導を賜 り感謝を致して居 ります。

さて今週、京都府議会2月 定例会が閉会を致し、平成30年度京都府一般会計予算の

規模は8519億 72百万円となりました。予算編成の基本方針として、骨格的予算 とし

て編成。故に前年度比▲6.9%で在 ります。しかしながら、年度当初から講じていかな

ければならない以下の取 り組みについては、(1)[共生社会]の推進を中心とした福祉

政策 (2)深刻化する人手不足対策を中心とした中小企業緊急対策に関する施策 (3)今

年中に取 り組むべき [明治 150年]京都創生関連施策 (4)台風災害からの復旧・復興

京都基盤整備事業等を当初予算にきちんと計上し、この他に、国の補正予算も積極

的に活用しながら、 14か月予算として編成されました(2月 補正予算 110億 6百万円と

30年度当初予算を併せて8629億78百万円 14か月予算対前年比94.2%)。

我々府議会 としてもきめ細やかに府民の生活や経済の発展に資する府政が運営され

るよう予算の執行を今夏に査雇される肉付け予算と併せて精査し点検して参るよう努

めます。平成29年度は、総務・警察常任委員長をはじめ、農商工労働常任委員や高齢

ネl会の安心・安全対策特写|∫委員を径験させて頂き、1幅 広く府政課題に取 り組ませても

らいました=当、今Eの通信 |二 つきましては、日
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末から今定刊会までの朝間におい

て私の所属する会派の議員が府民の皆様に非常に関心が高いと思われる答套を三
「
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した質問を私なりに解 りやす く編集 してまとめてみましたのでそのレホー トしたこの

を御報告致します。
               京都府議会議員 荒 巻 隆 三

複線化、医師確保や仕事づ くり、更なる観光地域づ くりな

ど、多 くの課題に対応する必要があると考えるが、府北部地

域の振興について、今後、どのような取組を重点的に進める

べきと考えているのか。

C(11CⅢⅢfi(1(,(litl11:11(1(1答
||:|||:|111:|:|:||:|1知 :|::::||||:当II,

御質問にお答えいたします。

ただいまは会派を代表されまして、今回の予算案に対しま

して高い評価をいただき、厚 くお礼を申し上げたいと思いま

す。

まず、 4期 16年の府政運営についてでありますけれども、

私が就任した時 |ま ちょうどバブル崩壊の後の非常に厳 しい雇

再 1言 勢の時でありまして、ちようど職員の給与カットを始め

た著でありますこそして、その後もですね、鳥インフルエン

ザや SARS、 そして台風、こうしたものが訪れ、さらには

リーマンンヨツク|こ よつてまた経済が一気に落ち込み、それ

た`落ち着いた頃 |こ |ま 今質|ま 東日本の大震災、京都府自身も 3

年連続の災害に見舞われるcさ らにその中で少子・高齢化、

東京一極集中が進んでくるという非常に厳 しい環境の中で、

この間府政の運営をさせていただきました。

私自身はその中で、「公平 。公正な府政の推進」、「府域

の均衡ある発展」という基本方針を受け継ぎながら、住民福

祉の向上 と未来の京都をどうしていくのかということに腐心

させていただいた16年でありました。

住民福祉につきましては、子育て支援医療費の拡充やあん

しん修学支援、京都式地域包括ケア、地域力再生などの施策

によって非常に基礎レベルは上げることは出来たのではない

かなというふうに思っています。

また京都の未来に向けた投資としましては、ジョブパーク

などの雇用対策とともにエコノミック・ガーデニングによる

中小企業支援、そして私 どもの背骨になります、京都縦貫自

動車道や、その背骨を活かす京都舞鶴港や学研都市の整備、
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こうした形で未来の投資についても配慮 してきたところであ

ります。

今の対策 と未来の投資、現在の福祉の向上と未来の投資、

このバランスを取ることというのが、やはり我々にとりまし

ては一番難しい課題だというふうに思います。その中で、今

は全国的に進む少子化の問題が出てきております。ご指摘の

ように、これ自身は個々の人の価値観に直接関わる問題であ

りますことから、非常に難 しい問題であります。そのため国

に対しましても、これは国を挙げての対策をすべきだという

ことを迫 りまして、地域の再生、「地方創生」という形で実

現をいたしました。同時に総合的な少子化対策と定住人口を

補うものとしての交流人口の拡大を目指し、第三子の保育料

の無料化から、海 。森 。お茶の京都などの各地の取組を進め

てまいったところであります。

さらに東京一極集中是正のためには、省庁の移転や東京23

区の大学定員の抑制まで幅広 く全国的な運動を展開してまい

りました。こちらの方には文化庁の移転ですとか、東京23区

の定員抑制、地方大学の振興もいよいよ法案が提出という形

にまで、こぎつけたところでござざいます。こうした結果、

子育て支援につきましては、全国 トップレベルに水準を上げ

ることが出来たと思っておりますし、中学・高校の学力も向

上、また非常に厳しかった犯罪情勢も1/3以下に押さえるこ

とができました。そして、観光入込客数の増加なども出てき

ているというふうに思っていますし、有効求人倍率も0.5以下

から始まりましたけれども、今は1.5以上という形で、逆に人

手不足の時代に入ったという隔世の感がある気がいたしま

す。

しかしながら、こうした中で私どもとしましては、残され

た課題はまだまだたくさんあるというふうに考えてお りま

す。それは家族形態や生活形態などがこの約20～30年の間に

かなり変わってきて、多様化をしてきております。また、そ

れぞれの置かれている環境も、それに応じて障害のある方が

増えてくるとか、色々な面で外国人の方もどんどん増えてく

るとか、社会のあり方自身が多様化 している現実があ りま

す。そしてそこにうまく適応できなかった場合には、人々の

孤立化によって地域力の低下が進んでいくのではないか、こ

れも人の価値観に関わる問題だけにですね、大変難しい形で

今後進行していくことが予想されます。こうした多様化する

社会に対し目を背けるのではなくて、そうした現実をヽ
'呈

かく包み込んでいく、包摂できる政策 というのが私は求めら

れていると感じておりまして、そこで皆で支えあう共生社会

の実現を京都府は目指すべきだと思いまして、この施策を

今、重点に掲げて全力で取 り組んでまいったところでありま

す。

平成30年度当初予算におきましても、先ほど評価いただき

ましたように、こうした観点からきめ細やかな介護予防です

とか、医療的ケアですとか、ひきこもりの方ですとか、「農

福」連携ですとか、そうした「共生社会」の推進を中心に予

算を組まさせていただいたところであります。

府政の舵取 りにつきましては、私は次の知事に、いよいよ

託すことになりますけれども、この「共生社会」の推進とい

うのは揺らぎのない大きな目標にしていただかなければなら

ないものだというふうに感 じているところであ ります。特

に、その実現にあたりましては、まさにイエスかノーかのO
×でなくて、多くの意見のある多様な社会において府民も市

町村も経済界も大学も、様々な団体が連携 。協働 してオール

京都によって違いを乗り越えて前に進んでいくという形をと

らなければならないという風に思っておりました。そういう

方にしっかりと府政を継いでいただくことを望んでいる次第

であります。

次に、府北部地域の振興でありますけれども、府北部地域の

振興には、やはり2つ課題があると思います。 1つは、そも

そも太平洋側の国土軸側と日本海側では、あまりにもインフ

ラに差があり過ぎるということであります。ここはやはり国

のビジョンとして、これからの環日本海側を見通した新たな

国土軸の形成ですとか、新たな日本海側のあり方というもの

をしっかりと打ち出していくべきだと思い、私は「地方創生

回廊」の実現を国に求めてまいると同時に、京都縦貫自動車

道や京都舞鶴港等の整備にも努めてきたところであります。

これは一定、施策の効果は出てきたというふうに思ってお

りまして、その上で、これから北部は、私は北部ならでは

の、京都市内とか南部と同じになるということではなくて、

北部ならではの振興策というものを講じていくべきだと思い

ます。北部は地域資源か弄常に恵まイ■ております3晨杯水産

物からちりめんや機械金属、さらにはエネルギーではメタン

ハイ ドレー ドまでかなりの資源がしっかりと存在をし、眠っ

ている状況があります。それを動かしていく。先ほどの国土

ビジョンと相まって動かしていく、そうした方策が今求めら

れております。

これは観光から6次産業まで単体でとらえるのではな く

て、連携したものとして新たな展開を進めることが必要であ

りまして、例えば丹後王国「食のみやこ」などはですね、単

に物産を販売するだけではなくて、今や人づくりという拠点

にもなりつつある。そしてその中で、様々な産業が融合 しつ

つあるという点では、私はひとつのモデルになっているので

はないかなというふうに思います。そしてそれを確実にする

のが少子化時代を見据えた新たな人づくり施策を北部で行っ

ていかなければならないということでありまして、福祉の人

材確保からコミュニティの維持まで、新しい人づくり対策を

これから講じていくことによって、北部を根本的に元気にす

る道を拓いていきたいというふうに考えているところであり

ます。

2.共生社会の実現について

平成27年の国勢調査結果では、世帯は小規模化が進行する

一方、65歳以上のみの世帯は増加し、これまで家族に担われ

てきた機能の弱体化により、生活のリスクが家族で支えきれ

ない状況が増えていると実感する。時代の流れにより社会構

造が大きく変化 し、地域力が低下 し、孤立社会が蔓延する

中、喫緊の課題である共生社会の実現に関し、次の諸点につ

いて、知事の所見を伺いたい。

(1)平成29年度当初予算では、府民一人ひとりが互いに支え

合 う中で希望に挑戦できる共生社会の実現に向けた予算を編

成し、また、全国知事会においても、昨年の衆議院議員総選

挙において、各党に対し共生社会の実現に向けた10の提言を

政権公約に盛り込むよう申し入れるなど、その実現に向けて

精力的に活動してきたが、現時点において、知事が目指す共

生社会の実現にどこまで近づいたと考えているのか。
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(2)共生社会の実現により、地域の力を取 り戻 し、持続的な

社会を築 くことが重要である。また、人と人とが支え合 う共

生の大元は家族であり、一つ屋根の下で暮らし、喜びや悲し

みを分かち合える家族の絆の再生が求められていると考える

が、この問題は、個人の人生設計や価値観に関わり、行政が

関与し難い面があることも踏まえつつ、知事という立場を離

れる今、敢えて家族の絆が本来どうあるべきと考えるのか。

また、家族の絆の再生に向け、我々はどのように対応すべき

と考えるのか。
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共生社会の実現にどこまで行ったのか、というお話であり

ますけれども、私自身はまだまだどこまで行ったかと言える

ところまでは来ていないのではないかなというふうに思って

ます。 と申しますのは、国際化や情報化の進展によって、

色々な世界が多様化している。これは日本だけではなくて、

各国が多様化してきているわけであります。しかし、それに

対 して逆に、本来なら多 くの選択肢 と可能性を引き出さなけ

ればならないんですけれども、例えば英国のEU離脱ですと

か、アメリカフアース トなどですね、多様な社会に対する拒

否反応が逆に出てきている現実があります。宗教問題なども

その一つの例なのかもしれません。

日本でも、ヘイ トスピーチや障害者施設での殺傷事件な

ど、自分の価値観と相容れない人々を排除する動きや、子ど

もの貧困問題、都会への集中と地方の衰退などの格差問題な

どによって、本来あるべき地域の力が低下しつつあるという

ことを危惧するものであります。

こうした社会のあり方に対して、私はやはり、多様な人々

がお互いに認め合う、支え合う社会をつくらなければならな

い。多様性を受け入れず、同じ価値観の人間だけで社会をつ

くるのか、今このですね、分水嶺にあるのではないかなとい

うふうに思っております。

そして我々はその選択を迫 られていると思いますけれど

も、経済が国際化する中で、鎖国できる世の中ではありませ

ん。人々の自由を阻害するような全体主義の社会に戻すこと

は、民主主義の中ではあり得ません。ですから、かつての均

質社会へ戻す道 |ま 私 |ま ないと思いますし、そうした道は、未

釆を捨てる道だというふうに思っておりますこ

その中で、我々は、希望の持てる未来を考えたときには、

多十姜性を評め全―て、そしてそllを包み込みながら支え合う

共生社会しかあり得なlヽ と私は考えているところでありまし

て、そのためにこの道を進んでいきたいと思っております。

そしてそれは、今限られた資源を有効に使い、社会を維持

していく上でもですね、シェアリングですとか、コラボだと

いったような、そういったものが重要になってくる、社会を

維持するという観点からも、共生社会の概念を明確にしてい

かなければならない時代であると考えております。

合うという、その機能が小さくなるにつれて、弱まってきて

いるということを感じております。

こうしたとき、家族の大切さを取 り戻すには、社会が家族

を支えるという仕組みづくりが今求められていると考えてお

ります。

介護制度も、家族が縮小していく中で、家族を大切にする

ためにも、家族の重みを軽減していかなければ、家族が逆に

負担になってしまう時代が生まれつつあるということに、私

は対応するものだと思っております。

この趣旨を間違えると、本来大切にしていくものを、私は

失うことになりかねないと思っております。

そしてもう一方では、ルームシェアやグループホーム、コ

レクティブハウス等ですね、家族の機能を補完するような新

たな動きが出ていることにも注目すべきではないかと思いま

す。

家族の絆の再生には、地域における人とのつながりによっ

て、人との交流によって、家族が支えられるような取組を進

めることが今必要ではないか。この中で、共生社会を私は目

指しているわけでありますけれども、「家族の大切さ」とい

う形をきちっと置かないと、この趣旨を間違えると、全く逆

の方向に進んでしまうということだけ、私は十分注意しなけ

ればならないと考えているところであります。

3。少子化対策の強化策について

子育て支援策が、子育て家庭にもたらす影響を考えると、

産体・育休期間の延長や児童手当の増額だけでは、大切な幼

少期を一緒に過ごす優位性や養育費の軽減には寄与するもの

の、直ちに出生数の増加に結びつくとは考えられず、総合的

な子育て家庭への支援が必要と考えるが、少子化対策の強化

策に関し、次の諸点について、知事の所見を伺いたい。

(1)知事はこれまで全国 トップクラスの子育て支援策を講 じ

てきたものの、少子化の状況は改善しておらず、この課題は

次の府政にバ トンを渡すこととなるが、少子化対策のために

は、女性自身のキャリアアップや子育てに係る経済的不安の

解消に繋がることなど多面的な施策効果が期待できるため、

まずは女性の社会進出を後押しすることが有効な取組と考え

るがどうか。

その中で、家族の絆についてでありますけれども、親子、

兄弟姉妹、祖父母 と孫など、世代間の結びつきをつ くり、子

どもが家族の大切さ、信頼感や自立心を学ぶ場である家庭

は、これは本当に、人を育てる一番基本的な単位だというふ

うに思っております。

しかしながら、プライバシー重視の社会の中で、一人っ子

や、未婚者や夫婦のみの世帯の増加など、家庭のユニットが

どんどん小さくなってきております。お互いに助け合い支え

(2)子育て中の女性の社会進出を後押しするためには、保育

機能の充実が必要であり、市町村とも連携し、待機児童問題

を含む保育ニーズにしっかりと応える必要があると考えるが

どうか。

(3)急速に少子化が進み、京都の未来を担う子 ども達が減少

する中、知事はこの現状をどのように憂い、今後、どのよう

な取組を重点的に進めるべきと考えているのか。

廼GCC《《CCqGCqGCC(|〔 :||:|1登至I麗正三1菫:|:II:)

少子化対策 と女性の社会進出についてであ りますけれど

も、この社会の半分を支えておりますのは女性であります。

したがいまして女性の能力を最大限に活かすことができなけ

れば私たちは大変厳 しい状況におかれるということは間違い

ないと思います。

実際、少子化対策におきましても就業している女性のかた
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の方が子どもの数が多いという報告もありまして、経済的な

安定が出産に結びついている側面もあります。ただ家族も大

事でありますので、女性の社会進出を進めるにあたりまして

は子どもや家族とふれあう機会の確保などワークライフバラ

ンスをしっかり保つこと。そのためには、就労環境や保育環

境の整備が必要であると。その上で女性に過度の負担を生 じ

させないように地域全体で介護や福祉等を支えていく共生社

会というものが、ここでも私は重要になってくるのではない

かなと感じております。

このためワークライフバランス推進のために京都ウィメン

ズベースを核に経営者自身から意識を変えてもらわなければ

ならないという取組みを進めるとともに、オール京都で働き

方改革を進め、京都労働経済活力会議において長時間労働の

是正に取り組む。

また、待機児童の解消に向けて、この 5年間集中的に取 り

組み、 163カ 所、6,000人 の定員増を、来年度は21カ 所、

1,000人 の定員増を図っていくと。さらに、幼稚園における

2歳児の受入拡大等、保育環境というものをしっかりと整備

していきたいと思っておりまして、さらに、加えて、地域で

支援を必要とする人に対し地域包括ケアの実現のための介護

予防、生活支援サービスを提供する事業者、NPO法 人等の

育成に関わる予算を今議会にお願いをしているところであり

ます。

ただ、こうした体制をとればとるほど人材の問題が生じて

まいりますので、保育人材の確保に向け京都府保育人材マッ

チング支援センターによる潜在保育士のマッチングや再就職

支援、保育士の資格取得に係る修学資金や再就職準備のため

の資金等の貸付制度の活用、さらには、処遇改善を盛り込ん

だ研修体系である「京都式キャリアパス」の今年度からの導

入等も行っているところであります。

こうした取組みによりまして2040年の合計特殊出生率は

2.07ま で国は上昇するといっておりますけれども、府も人口

ビジョンによって、人口減少に歯止めがかかるのは2080年 と

いうふうに考えております。この間、少子化対策によりまし

て、京都の出生率はこの 4、 5年で全国平均をかなり上回る形

で改善されているのですけれども残念なことに発射台づヨ1常

に低い ということもあってまだまだ時間がかかると思いま

す。

それまでは、交流人口と共生社会によって社会を保ってい

く、そしてその中で国と地方が連携 して今までにない思い

きった子育て策を展開していくということが何よりも重要で

あるというふうに感じている次第であります。

4.文化力による経済活性化について

文化芸術基本法改正等により、文化と産業・観光等の他分

野が一体で価値を創出し、文化芸術の継承、発展及び創造に

活用するとされたが、今後、観光客の増加による経済活性化

等に向け、文化の役割が高まる一方、少子化による地域力の

衰退や文化の保存 。継承が困難となると危惧する。平安遷都

などにより生まれ育った多彩な地域文化が、現代の生活に継

承されていることこそ京都が世界に誇る文化首都であり、今

後、文化の持つ力を活かし、地域文化の保存・継承を図りつ

つ、幅広い分野での活用を進め、府域全体の地域活力や経済

活性化に結びつけることで、将来にわたり我が国の文化行政

を先導する役割を果たすべきと考えるが、知事の所見を伺い

たい。
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文化力による経済活性化についてでありますけれども、京

都府域は丹後から山城までの各地域で自然と共生した個性豊

かな独自の文化が育まれ、それが日本の国を創 り上げてきた

歴史によって磨かれていく中で、日本を代表する文化が生活

の中に色濃く息づいているというふうに感じております。

このため、私どもはこうした文化を守 り伝えていくことは

非常に重要であると思っておりまして、暫定登録文化財制度

も今年度新たに創設したところであります。暫定登録文化財

を指定した千件のうち 6割弱が京都市以外でありまして、そ

の点からも地域の文化というものの豊かさというものを実感

をしているところであります。

しかし、過疎高齢化など地域力の低下は文化の衰退にも繋

がりかねない事態を引き起こしておりますので、後継者の育

成、伝える環境の整備、伝統文化財の保護、さらに文化を

しっかりと高めていくための意識の醸成というものに取 り組

んでいるところでありまして、本予算にも提案させていただ

いている、「文化を未来に伝える次世代育み事業」ですと

か、さらに、府内全域で伝統芸能等の公演への支援ですと

か、京都学・歴彩館での伝えていく試みですとか、伝統文化

財につきましては、ふるさと納税を活用した「文化財を守 り

伝える京都府基金」をさらにパワーアップしていきたいと

か、また、文化を高めていくために私 どもは、「源氏物語千

年紀事業」や「国民文化祭」や「古典の日の法制化」や「琳

派400年」をやってまいりましたけれども、昨年から文化庁

との共催事業になりました「全国高校生伝統文化フェステイ

バル」ですとか、「和食の祭典」など、幅広 く文化の力を内

外にしっかりと示して意識の醸成に努めてまいりたいと思っ

ております。

その中で、今後の取糸旦でありますけれども、これまで国の

文化政策 というのは、予算的にも文化財保護に傾いておりま

して、地域文化の視点が弱かったというふうに感じておりま

す。私どもは豊かな地域文化を有する京都に文化庁が移転す

ることで、地域文化の持つ価値を見つめ直し、文化の力を社

会や経済の発展につなげる方向が示されたというふうに考え

ております。

京都府としても、そのためにしっかりと文化庁と連携をし

まして、人づくりでありますとか、文化による地域づ くり、

そして、有形、無形の多様な文化資源の継承と、先端技術と

の融合による新たな21世紀の文化創造、さらに、観光や産

業、まちづくりに文化を活かす取組、こういう包括的な取組

を進めてまいりたいと考えておりまして、「京都府文化力に

よる京都活性化推進条例」を改正 して、そのための施策を充

実させていきたいというふうに考えているところでありま

す。
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今後とも、地域文化を担う府民の皆様や地域、市町村、文

化庁とも連携し、京都の文化が未来へさらに羽ばたけるよう

に全力を挙げていきたいと考えているところであります。

5.京都府庁の人材育成について

人口減少等が進み、限られた人材の有効活用が重要 とな

り、また、地方公共団体に求められる役割が大きく変化する

中、職員の力が充分発揮できるよう、量より質の向上に努

め、多様化する府民ニーズに迅速・的確に対応 し、府民視点

での質の高いサービスが提供できる人材育成が求められてい

ると考えるが、どのような人材を目指して職員の育成に取 り

組み、また、これまでの取組についてどのように評価してい

るのか。更にこれからの府庁を支える職員に求められる人物

像とはどのようなものと考えているのか、知事の所見を伺い

たい。
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府庁の人材育成についてでありますが、私が総務部長を経

て知事になった時は、それまでのバブルの影響で国が元気

で、都道府県は国の施策を実施してナショナルミニマムをど

んどん高めていくという時代であったわけでありまして、そ

うした事を忠実に実行するという従来の地方行政意識が強

かったように感じております。私は、京都府職員は能力的に

はお世辞抜きで大変高い水準にあると感じておりましたが、

ただ、その中で国がバブル崩壊後の財政難に陥り、従来の国

主導の行政に無理が生じてきて、反面、そうした時には情報

公開などで住民自治をしっかりと行っていかなければならな

いという形で地方自治の改革が進んでいく時に、国の方向を

向いているだけでは府民満足は実現できない、いかに、府民

起点で府民のニーズを逆に国に対 してもしっかりと言えるよ

うな職員を作っていかなければならないと感じた次第であり

ます。

このため、顧客満足を基調とした経営品質の考え方を導入

して、推進役を作り上げて養成をしてまいりました
=

更に、現地 。現場主義のもと、府民発・参画・協働の行政

の担'ヽ
エヒl_'¬ ,職員f〕 育まLγ せ、1生 域t再

`l_ブ

Lブ ニタ

トや石民公募■整`育事業の導入などにより、事業のあり方白

体も見直していくことにいたしました。

と思います。そして、私どもが今まで申し上げて参 りました

ように、府民ニーズに直結 した府民協働・府民参画の事業を

着実に遂行 していくためには、府の職員に求められる資質も

均一で公平な職務を行 うタイプから、企画実践型に移 りつつ

ある。それをさらにプロデューサー・コーディネーター型に

変えていかなければならないと思っていますし、まさにそう

した人材が今求められていると思っている次第であります。

今後とも、この様な形で人材育成を進め、まさに職員が、

本当に府民の皆様 としっかりと支え合う中で、府民の皆様を

サポー トできるようにしていくことが必要と考えている次第

であります。

6.二元代表制の意義について

地方自治体は、首長と議会がともに住民を代表し、相互の

抑制と均衡により対等な立場で運営するものの、実際には議

会の権能は首長には及ばない。また各議員が把握 した地域課

題が施策に反映されるのかという課題を感じる一方、首長と

地方議会は車の両輪であり、チェック機能を果たすためには、

政党色の強い議院内閣制では機能が発揮できない とも感 じ

る。知事は、全国知事会長として地方 6団体の トップと協議

する機会も多く、また、多くの自治体を見てきたが、行政の

プロとして、二元代表制をどのように考え、今後どのような

方向に進むべきと考えているのか、知事の所見を伺いたい。
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二元代表制についてでありますけれども、地方自治は住民

に密着 した総合的な行政サービスを行ってまいります。その

点から申します と、国の行方を決める大きな議論を展開し

て、そして多数決で決めていくという国家行政とは違いまし

て、まさに日々の状況に応じ、安心安全から地域活性化まで

ありとあらゆる分野について、日々不測の対応を求められて

いるというのが地方公共団体であります。

このため、合議体の内閣と異な り責任者を明確にして、迅

速に対応できる執行体制が必要であ りまして、これがいわば

大 :充 領=_つ 体■」を 二っている堆万のあ り方につながっている

のではないかなと思います。

こうした取組を進める中で、府民の皆様 と協働するため

に、更に、自発性を涵養 してい くことが重要であ りますの

で、例えばアクションプランにおきましても、NPOや 府民

の皆様 と連携して作る、また、庁内ベンチャー事業において

もこうした皆様と連携して作るという形で外に出て行 く府の

職員の養成に努めたところであります。

そして、府民ニーズを踏まえれば、女性職員の活躍が重要

でありますので、女性管理職の登用率も全国 トップ水準の

14.8%ま で押し上げてまいりました。

今後の府職員のあり方でありますが、AIや IoTの急速な

進展によりまして、内部事務のあり方は急速に変わってくる

それだけに、行政を 日々点検 し、それを是正 してい く

チェック機能というものが、逆に重要性を私はより増してく

るのではないかなと思ってお りまして、住民の皆さんにか

わってその役目を果たす地方議会の役割というのは条例制定

権や議決権 というポイントポイントにとどまらず、ありとあ

らゆる分野で大きな意味を持っているというふうに思ってお

ります。

このため、議会質問だけではなく、同時に、政党・会派と

いう形で、予算に関する要請活動や執行部側からの予算説明

に対する議員としての活動など、日々の活動が地方行政の運

営に重要な役割を果たして行かなければならないというふう

に思いますし、それこそ住民自治を充実させていく一番大き

な道ではないかなと思います。
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地域を代表し、多様な視点からチェックを積み重ねていくと

いうことが私はこの地方公共団体における二元代表制の基本

的な形を成 しているのではないかなというふうに思います

し、それが住民の皆さんに対する行政の透明性の公開性を担

保し、府政に対する関心を高めるという点でも大きな力を発

揮していただいているというふうに思います。

それだけに、住民自治 と二元代表制の関わ りというもの

を、もう少 し密着させていくような新たな制度 というもの

は、これから必要だというふうに思っております。

そして、知事になってからも、非常に若い知事でありまし

たので、そうした中でこの場におきまして、多くの御意見を

いただき、あるときは苦言をいただき、まさに、日常あらゆ

る面で色々と御指導を受けてまいりました。 その点で申し

ますと、議会と首長との関係は、もちろんチェック機能も大

事ではありますけれども、私自身の実感から申しますと、議

会に育てていただいた、首長をしっか りと育んでいただい

た、という思いが非常に強くあります。

この場で、私がこうしてお答えしていくこと自身が、私に

とりまして何よりの修行であり、この場こそが私が知事 とし

てこれからの任務を全うして来れた、大きな私は一因である

というふうに思っておりまして、改めて感謝を申し上げたい

というふうに思っております。

その点から申します と、地方の二元代表制、国の場合に

は、政党の トップが首相になってまいります。まさに政党を

率いる形であります。二元代表制は、これは、議会と知事が

平等の立場で切磋琢磨をしていける関係にあります。そのこ

とこそ、地方自治にとって一番大切であり、京都府にどって

一番大切な関係であるということをこれからも肝に銘じてい

かなければならないと感じている次第であります。

7.今後の京都府政について

知事の仕事は、生活のあらゆる分野に及ぶものであり、一

国の総理大臣に並ぶ権限、権能を有する激務であるが、強力

な権限を持つからこそ、自らを律し、騎ることなく、真摯な

姿勢で職務に精励されてきた。山田府政 16年、本府は着実

に、そして確実に新 しい歩みを進めてきたが、これは山田知

事の牽引力と知事与党との協調があってこそと考えるが、来

春の知事選挙を迎えるにあたり、これまで取 り組んできた府

政への思い、また、これからの本府の進むべき方向、そして

知事自身の 5選に向けた思いについて、知事の所見を伺いた

い。
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今後の府政運営についてでありますけれども、平成14年 に

荒巻知事から府政を引き継いで以来、京都ならではの府民福

祉の向上を目指して全力で取 り組んでまいりました 4期 16年

でありました。

今、お話がありましたように、有効求人倍率が0.5を下回

り、府税収入が2300億 円前後で推移するなど深刻な事態に対

し、雇用創出や中小企業の下支え、産学公の連携、京都式少

人数教育や私学の振興の充実、子育て支援医療費の拡充に取

り組んだ 1期 目。

地域力再生プロジェクトや、モデルフォレス ト運動の推

進、府民公募型整備事業から京都ジョブパークの開設など、

人が信頼 と絆で結ばれる、「人 。間中心」の京都づくりに取

り組んだ 2期 目。

「明日の京都」の旗印の下、京都式地域包括ケアシステム

や認知症総合対策推進プロジェクトの始動、中小企業応援隊

による京都版エコノミックガーデニングの推進、そして何よ

りも東日本大震災等からの復興に取 り組んだ3期目。

京都縦貫自動車道の全線開通や学研地域の完成など基盤整

備が整い、京都府地域創生戦略に基づき、「海」「森」「お

茶」の 3つの京都の推進や、文化庁の京都移転の決定、さら

に総合的な少子化対策や子 どもの貧困対策など、共生社会の

実現に取 り組んだ 4期 目。

こうした取組によりまして、多くの指標を改善できました

し、城陽市の東部丘陵地域の再生や北陸新幹線南部ルー トに

も目処が立つなど、引き継いだ時に考えていた課題には、一

定答えを出せたのではないかなと感じておりますc

その上で、子ども医療費の充実、地域包括ケアの推進、あ

んしん修学支援事業や、保育料の無償化など、全国 トップレ

ベルの水準のもとで、これからの京都府が、歩まなければな

らない「孤立社会から共生社会へ」という方向性もお示 しで

きたのではないかなというふうに考えております。

思えば長い道のりでありましたが、これも府民の皆様の御

協力のもと一丸となって取 り組んでいただいた府職員の皆様

や、こうして施策を支えていただいた府議会議員各位のお力

のお陰であり、この場をお借 りして心から感謝を申し上げた

いと思います。

しかしながら、頻発する豪雨災害や大規模地震への備え、

人口減少 。少子高齢化への対応など、京都府が対峙していか

なければならない課題は数多く残されています。まさに府政

は終わりのない駅伝であり、府政を担う者は常に将来を見据

え、確実にタスキを渡していかなければなりません。

任期が残 り4か月余 りになる中、私の進退について、今議

会において明らかにすべきところと考えていたところであり

ました。前回は 12月 議会の最終日に表明をさせていただきま

したけれ ども、今回はせっか くの機会をいただきましたの

で、この場をお借 りして表明させていただくことをお許しい
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これが基本的な考え方ではありますけれども、私自身の実

感はちょっと違う部分がございまして、まだ私は京都府に総

務部長として赴任をさせていただき、議会を担当させていた

だきました。その中で、本当に議員の皆様から京都のあり

方、京都のことを学ばさせていただきました。そして、議会

の皆様の多くの方々から、知事に出るようにという出馬要請

もいただいて、今の地位にございます。



ただきたいと思います。

今、申し上げてまいりましたように、私自身は荒巻知事か

ら引き継いだ課題を何 とか完成させ、さらに将来の府政の方

向性も一定示すことができたと考えています。府政という重

責は、もちろん決 して一人で果たせるものではありません。

世の中は常に変わっていきます。世代は常に交替していきま

す。春から夏、秋の実 りを終えれば、種を蒔いて葉は落ち、

土にかえります。自らの職責をある程度果たしたと思ったな

らば、次の方に次の時代を委ねるべきである。私は 3期 目に

入るにあたり、そのときと考えました。

しかし、東日本大震災という我が国を襲った未曾有の災害

や、全国知事会長に選ばれるという中、 4期 目に挑むことに

なりましたが、その思いは常に消えることはありませんでし

た。

先日、地方自治法施行70周年の記念式典において、天皇皇

后両陛下の御臨席の下、総理をはじめ三権の長、地方団体の

代表 3千名の前で、全国の自治体の代表として決議を表明さ

せていただいた際、私は 7年にわたった全国知事会長として

の自分の責務も果たしたと感じたところであります。

そうした中、今回、市町村長や市町村議会議長、そして経

済界をはじめ、本当に多 くの皆様から、改めて出馬の要請を

いただきました。

今まで京都府政の苦労をともにしてきた、こうした多 くの

方々からの御期待は、何よりも胸にこたえるものがあり、苦

しいものがあります。

しかし、客観的に見れば、そもそも考え方に違いがある方

はともかく、 4期 16年 を経ても、京都府の基盤を支えてきた

多くの方々が、府政運営の方向を同じくしているこのような

時こそ、次に引き継ぐ最適の時だと思います。

府政を担ってきた者 として、感情に身を委ねることを避け

なければなりません。

あくまで林田知事、荒巻知事と引き継がれてきた府政の発

展・継続を考えるとき、次期知事選に出馬することなく、後

進に道を譲る時が来たと思います。

8.関西広域連合の取組と評価について

関西広域連合は、防災分野では東日本大震災等への支援、

広域観光 。文化振興分野では関西観光本部の設立などに取 り

組んできた。昨年 3月 には、第 3期広域計画を策定し、新た

な取組をスター トさせ、関西が一体 となった取組を進め、更

なる発展を期待するが、これまで 7年間の広域連合の取組を

どのように評価するのか。また、担当委員として力を注いだ

広域観光 。文化振興分野の取組について、今後どのような方

向に進むべきであり、また、どのような思いを持ち引き継が

れるのか、知事の所見を伺いたい。

(ICGCC《 CGCCGCCGOll::|ll萱至I藤正:||:1菫 :|||:二:|)

関西広域連合についてでありますけれども、交通、情報通

信の発達や国際化の進展に伴いまして、行政需要は府県域を

考えて発生するわけではありませんので、大変広域的な行政

需要が高まってくる中で、国の出先機関では総合的な対応は

出来ず、また、住民のみなさんの目も届かないだけに、次の

時代の分権型社会をつ くるためには、関西が一丸となって広

域的な課題を解決 していく、新 しい仕組みをつくろうじゃな

いかということで、平成22年 12月 に設立しました。

この間、御指摘がありましたように、東日本大震災時のカ

ウンターパー ト方式による被災地支援ですとか、 ドクターヘ

リの共同運航、そして、ワール ドマスターズゲームズ2021関

西の招致など、関西広域連合があったからできたという、成

果をあげることができたと思います。

それだけではなくて、文化庁の京都への全面的移転や徳島

県への消費者行政新未来創造オフィスの設置など、政府機関

の移転についても成果を上げましたし、文化庁移転に先行 し

て、昨年4月 に設置されました文化庁地域文化創生本部に、広

域連合構成府県市からも職員を派遣していただくなど、関西

の力が実際の運営にも活かされていると思っています。

しか しながら、依然 として、東京圏が転入超過 となる中

で、関西圏自身が十分などころか、逆に転出超過となってい

る状況があります。そうした中で本当の意味でこの国のゆが

みを是正して、関西をこれからより元気な地域にするために

は、私はやはり関西という地域全体を一体 となって底上げす

ることが必要であると思っています。

公平公正な政治、府域の均衡ある発展という先人の思いを

引き継ぎ、オール京都 という言葉がすっかり定着 したこの時

代へ と、歩みを進めてきただけに、京都を心から愛する人

が、オール京都のもと、府政を担っていただくことを期待す

るものであり、私を支えていただいた議員の皆様方のお力添

えをお願いするものであります。

同時に、知事としては、まだ残る 4か月余 りの任期におい

て、まさに共生社会の実現に向けて、全力を尽 くしてまいり

たいと考えておりますので、引き続き御支援のほどよろしく

お願い申し上げます。

結びに、まだ任期はありますけれども、もう一度感謝の言葉

を述べ、答弁とさせていただきます。ありがとうございます。

もちろんそれぞれの都道府県も頑張らなければなりません

が、圧倒的な東京圏の集積に対 して、関西圏自身が力を合わ

せて行かなければゆがみを直せないのではないかと思います

し、実際問題としてそうしなければならない課題が多いとい

う現実もあります。

例えば総合的な治水対策をはじめとした水環境の問題、エ

ネルギーの問題、さらには北陸新幹線やリエアなどの基礎的

なインフラをどういう形で関西の発展に活かすのか、どこに

もってくるのかという問題、そして関西、伊丹、神戸の三空

港が今度一体的な運用になるが、どうやって活かすのか、ま

た、ワール ドマスターズを成功させるためにはどうしたらよ

いのか、大阪万博を関西の起爆剤にするにはどうしたらよい

のか、さらに国際観光への対応など、関西が一丸となって考
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えていかなければならない問題が本当にたくさんあると思い

ます。

こうした点からも、「関西から新時代をつくる」との理念

の上で、関西広域連合が、これから果たしていく役割は大変

大きいと期待しているところであります。

その中で、広域観光・文化振興分野でありますけれども、

広域連合の仕事の中でも、非常に目に見える成果を上げたの

ではないかと思っております。平成29年 は2,869万人と過去

最高の訪日外国人客数がありましたけれども、関西は1,200

万人以上が訪れたと推計されておりまして、平成25年 の3.5

倍という増加率を記録しました。

その背景の 1つに、関西広域連合のプロモーションによる

各地域への積極的な働きかけと、 LCCの誘致などのアクセ

スの向上があると思います。

昨年 4月 のオース トラリアにおけるトッププロモーション

は、 12月 からのカンタス航空による関西国際空港・シドニー

間の直行便の就航に繋がりました。

そして、去る 1月 29日 からは、広域連合の構成府県市を代

表して村田議長に就航を記念したプロモーションと、便の維

持・拡大の要請に、シドニーまで行っていただきました。カ

ンタス航空から増便の検討を進めるという発言を引き出して

いただいたところでありまして、村田議長のご尽力に感謝を

申し上げたいと思います。

さらに、関西広域連合では、KANSA1 0NE PASSや 、全国で

初めて自治体のWi―Flを統合したKANSAI Wi― Fiな ど、観光イン

フラの整備を進めますとともに、周遊ルー ト「美の伝説」や

ジオパーク、文化施設の情報発信を行ってきたところであり

まして、これから文化庁の関西への本格的移転も、関西文化

を「守る」のではなく「活かす」方向へ持っていかなければ

な りませんし、東京オリンピックをはじめとするゴールデ

ン・スポーツイヤーズにも積極的に対応していきたい、と考

えているところでございます。

9。医療・介護・福祉分野の課題と今後の取組について

医療・介護・福祉分野の課題 と今後の取組に関し、次の諸

点について、知事の所見を伺いたい。

(1)超高齢社会を迎え、慢性疾患の増加や在宅医療従事者の

高齢化など、在宅医療確保への対応が必要となるほか、介護

予防や健康づ くり、地域の見守 り等の生活支援の充実が求め

られるが、こうした課題に知事は地方の先頭に立って取 り組

み、昨年度は京都府地域包括ケア構想で方針を示 し、本年度

は様々な計画を策定している。超高齢社会における医療・介

護 。福祉の問題、とりわけ高齢者の在宅医療の確保や生活支

援の充実について、どのような対策を講じるのか。また、地

元市町村や医療 。介護・福祉関係者の意見をどのように取 り

入れ、今後の施策に反映していくのか。

次に、医療・介護 。福祉の分野の課題 と今後の取組につい

てでありますけれども、超高齢社会を迎えまして、一人暮ら

しや高齢夫婦のみの世帯が総世帯数の1/4を 超えると見込ま

れる中で、住み慣れた地域で健やかに暮 らし続けられるこ

と、これはやっぱリー番多くの高齢者の願いであります。

そのためにも、病院・施設 。在宅を有機的につないで、在

宅で暮らしていても、もし何かあれば、病院や施設をすぐに

利用できる、さらにリハビリによって、また在宅に戻れるよ

うな体制を整えていくことが必要であります。これがまさに

私には安心の源だと思います。

【これまでの取組】

このような体制の実現については基本的には市町村がその

任に当たっているんですけれども、これは市町村と言っても

大小様々でありまして、とてもその中でやるには難 しい面が

あるわけで、京都府では、おそらく全国で初めてだと思うん

ですけれども、平成23年度に京都地域包括ケア推進機構を設

立 しまして、京都府全体で体制づ くりに取 り組んできまし

た。

さらに、地域毎に「地域医療調整会議」を設け、地区医師

会や介護サービス事業者、市町村等に参加いただき、平成29

年 3月 に「京都府地域包括ケア構想」を策定、

会議では、
。かかりつけ医の高齢化が進み訪間診療が困難な圏域におい

ては、病院による在宅診療提供体制の充実が必要だとか、

。介護を必要とせず自立した生活を送るため、介護予防・健

康づくりの推進や生活支援が大切

等の意見を伺ったところであります。

【医療、介護の今後の取組】

こうした意見を踏まえまして、保健医療計画、高齢者健康

福祉計画を改定するときにこうした在宅医療の確保や生活支

援を重点として位置づけますとともに、来年度からの新たな

取組として、

・病院を在宅医療の拠点として積極的に活用するための取組

支援ですとか、

・訪間看護師の事務負担軽減によるサービス提供量の増加の

ための取組支援

を実施する予定であります
[

今後も、高齢化はこれからがいよいよ本番になってまいり

ますので、こうした体制をしっかり作 り上げないといけない

んですけれども、そのために大切なのは障害のほうと共通す

るんですけれども、人材の確保ということでございます。

元気な方は高齢でも支え手側に回っていただくなど、地域

全体で見守 り、支え合っていく体制を取 りませんと、いずれ

3人に 1人が高齢者 という時代がやってきますので、とても

これはまかないきれるものではない時代がやってまい りま

す。

今回もそうした面で、介護予防地域支え合い事業として、

。NPOや 、地域カビジネスの担い手や商店街と連携した生

活支援サービスの立ち上げ支援ですとか、

。社会福祉法人による高齢者の身体機能維持・向上の取組支

援

・市町村が行う介護予防サービス提供人材育成への支援等の

実施にかかる予算を本議会にお願いしているところでありま

して、事業の実施に当たりましては、引き続き地元の声や医
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【医療、介護における課題認識】
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療・介護関係者の意見もお聞きして、地域の実情を反映させ

ていきたいと思っているところであります。

(2)障害者 自立支援法の施行以降、障害のある方が地域で生

活するためのサービスは増加しているが、最近では、福祉人

材の確保が困難となり、サービスの維持・充実が困難な地域

もあると聞く。また、医療的ケア児が増加する一方で、制度

が追いついていない実態が指摘され、支援策が喫緊の課題と

なる中、来年度から始まる第 5期京都府障害福祉計画及び第

1期京都府障害児福祉計画の策定が進められているが、こう

した状況を踏まえ、地域で暮らす障害のある方や、その家族

が安心できるよう、当該計画の策定方針 とそれを踏まえた来

年度の施策の基本的な考え方はどうか。

(1(|(111:t〔1(lCC((litlll(ll(iC(1搭三 二

=菊=I=I)【障害児・者の地域生活支援について】

次に、障害児 。者の地域生活支援についてでありますけれ

ども、高齢化の進展に伴い障害のある方が増加いたしますと

ともに、医療技術の進歩等により医療的ケアが必要な子ども

さんの数が増えておりまして、障害児・者やその家族が地域

で安心して暮らしていくためには、こうした状況に対応した

体制整備が今求められているところであります。

【障害児・者の地域生活の状況 。課題】

昨年7月 に実施した当事者の実態調査と関係団体からのヒ

アリングによりますと、

①障害児や家族の高齢化も進み、いわゆる「親亡き後」を見

据えた居住の場の確保と地域のバックアップ体制の整備、

②長期入院の精神障害者の退院後の医療提供体制や住まい、

就労などの日中活動の場の確保が求められている、

③増加する医療的ケア児の在宅生活を支える医療 。福祉の支

援体制の整備が大変重要

など、求める声があがっている。

【新計画の方針について】

このため、次年度から始まる新計画におきましては、こう

した課題に具体的に対応していくため、

①主に精神障害者や知的障害者の地域生活や地域移行の受け

皿となるグループホームを整備していく、

②そして、福祉的就労の充実及び精神障害者の就労支援の強

化を図っていく、

③さらに、医療的ケアフbミ 必要な子どもを地域で支えるため

の、通所サービスやレスパイトの充実、保育・教育等との連

携強化

こうしたものを盛り込むこととしている。

などを盛 り込ませていただいたところでございまして、必要

な予算を本議会にお願いしているところ。

これからこの分野はさらに厳 しさを増 していく、またさら

にいろんな面で行政支援を求めていく方が増えていく、そう

いう分野であると思っております。障害のある方やそのご家

族が安心して暮らせる地域づ くりというのは共生社会にとっ

て大きな分野でありまして、是非とも今後とも、府政として

の取組を進めていただけますよう、議会にもお願いを申し上

げたいと思います。

10。府内中小企業の生産性向上に対する取組について

本府の求人倍率は、最近では1.5倍程度で推移するなど、雇

用状況の改善が明らかになる一方、人材確保が難しい中小企

業にとっては人手不足が顕著になる中、国は、人づくり革命や

生産性革命に取 り組むこととし、賃上げや人的投資を行なう

中小企業を対象に、法人税の実質的な負担率を引下げるほか、

生産性向上に必要な IT・ クラウド導入の支援などを強化する

としている。平成30年度当初予算は骨格的予算であるが、本

府|こ おいても、中小企業の生産 1生 向上 |ま 喫緊の課題であり、

どのような取組を考えているのか、知事の所見を何いたいニ

11、 1・、二、、111、 、:(:t.、■、|、
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まず、府内中小企業の生産性向上に対する取組についてで

ありますが、有効求人倍率が1.5倍 という、大変高い水準で推

移しておりまして、不況時代には隠れていた人手不足ですと

か、そうしたものが顕在化してまいりました。特に、中小企

業の人手不足が目立ってきております。人材確保対策をする

ために、来年度予算でも重点的に対応していくことにしてお

りますけれども、これだけのギャップがあると、全て埋めて

いくことはかなり難しい状況であるだけに、同時に生産性

アップや効率化への支援などが必要になってくると考えてお

ります。

このため、京都府ではエコノミックガーデニング方式によ

る伴走支援により、小さなコンピューター導入とか、機器の

導入といったようなものから、工場において製造スケジュー

ルをシステム化することによる生産性の向上とか、さらに宿

泊施設にloTを 入れていくとか、「企業の森_事業を活需した

24時間稼働の加工機のシェアリングをすることによって効率

化を図るとか、伝統産業でも広幅織物への生産体制の強化や

力織機の更新による生産性向上を図ること、また環境面で

は、京フェムス推進事業を活用した植物工場でのエネルギー

効率化と生産性向上の同時達成をするなど、生産性の向上に

つながる様々な支援メニューを、小さなものから大きなもの

まで、企業の成長ステージに応 じて細かく対応しているとこ

ろであります。

また、観光産業などの労働集約型の産業は、どうしても今

まで波がありましたので、非正規率が高 く、生産性を高める

ためには、それではもうだめなんだ、という形に経営者の意

識改革と従業員の皆さん自身のスキルアップが重要になって

まいります。このため、経営全般を学ぶためのセミナーや、

宿泊業の業務効率を高めるためのワークショップを開催する

ほか、接客、企画、外国語など正社員スキルを備えた多能力

人材の育成からマッチングまでの一貫支援等を行 うなど、

500人 の正規雇用を達成すべ く、全力をあげて取組を進めて

いるところであります。

【平成30年度施策の方向性】

その上で、福祉人材確保を重点に掲げますとともに、

①平成30年度の予算におきましては、グループホームなどの

障害者福祉施設の整備補助、

②農福連携事業所の倍増及び大学との連携による人材育成や

6次産業化の推進、障害者の法定雇用率の引き上げも踏まえ

た、精神障害者の職場定着を促進する企業内サポーターの育

成、

③さらに、医療的ケア児を受け入れる保育所への看護師配置

の助成に加え、医療型ショー トステイの拡充

-9-

覇
中
ｉ

響

li



さらに、京都経済センターには、オール京都による経営・

技術の総合的な人材育成ですとか、新たな連携・交流などの

機能を有する戦略拠点を設けますとともに、関西学研都市の

KICKに おいて、生産性向上のためのロボット技術等の開発・

実証を行う拠点「けいはんなロボット技術センター」を国の

補正予算も活用して整備すべく2月 補正予算をお願いしてい

るところであります。

そして、来年度予算でもですね、IoTの技術によって複数企

業が一つの企業のように活動することで、生産性と競争性双

方の向上を図ります「中小企業シェアリング促進事業」を拡

充いたしますし、労働生産性向上に資する設備導入等を対象

とした「労働生産性向上推進補助金」を創設いたしまして、

職場環境の改善を図る「就労環境改善サポー ト補助金」と合

わせて経営 と労務の両面から支援をすることとしてお りま

す。そういうことで、正規雇用 1万人の確保を目標に掲げま

して、中小企業の人づ くりや生産性革命への取組を後押しす

る予算にしておりますので、どうかよろしくお願いを申し上

げたいと思います。

11.府南部地域の交通網について

府南部地域では、 JR奈良線の高速化・複線化、山手幹線

の整備など、地域交通ネットワークの整備に取 り組む一方、

昨年の台風21号では、 JR関西線が法面崩壊や、土砂流出に

より運休 し、また国道 163号が木津川の増水により通行止め

になるなど、交通網の脆弱性が課題 となった。利便性に加

え、災害に強いリダンダンシーを兼ね備えた交通ネットワー

クが不可欠と考えるが、府南部地域の交通網に関し、次の諸

点について、知事の所見を伺いたい。

(1)将来は北陸新幹線に接続する府南部地域の重要な路線で

あるJR奈良線の高速化・複線化第二期事業が、平成34年度

末の完成に向けて進められており、一日も早い完成と全線複

線化を期待するが、現在の進捗状況と全線複線化の見通しは

どうか。

南部地域の交通網についてでありますけれども、府域の南

北軸である京都縦貫幹線鉄道の一翼を担うJR奈良線の高速

化 。複線化につきましては、第一期事業が平成13年 に完成い

たしまして、利便性が向上しました。そしてこうしたことが

観光客の増加などに大きく寄与しております。第二期事業に

つきましては、平成28年 7月 に着工し、現在、全工区で本格

的な工事が進められているところであります。

さらに、この複線化効果を高めるため、駅舎整備に取 り組

んでおりまして、山城多賀駅が平成28年度に完成、新田駅は

今年春に完成予定であり、玉水駅や六地蔵駅でも事業が進め

られており、順次完成の予定であります。

平成34年度末の完成を目指 しておりまして、引き続き、

しっかりと取 り組んでまいりますけれども、やはり、この事

業は将来的な全線複線化に結びつけていかなければならない

と思っておりますし、 JR西 日本、沿線市町、京都府で締結

した基本協定書におきましても、全線の複線化を目指す旨明

記 しております。

ただ、残ってるところは、天丼川や木津川を渡る長い橋梁

が存在し、多額の事業費と採算性が課題でありますので、そ

れだけに順調に進む沿線の企業立地と将来の高速鉄道網との

接続や京都・奈良の観光アクセスなど幅広い効果を訴え利用

拡大に努めながら、国に対しても、こうした幹線鉄道の整備

についての支援制度をつくってもらいたいと要望するなど、

こうした取組を積極的に行って、全線複線化に結びつけたい

と考えているところであります。

JR学研都市線の複線化についてでありますけれども、北

陸新幹線京都 。新大阪間につきましては、昨年 3月 の与党 P

Tにおきまして、既存鉄道ネットワークとの接続、地域開発

の潜在力等の観点で有望として、南部ルー トに決定されたと

ころであります。

ただ、私は学研都市の力をきちっと活かすためには、同時

に学研都市線の整備が絶対に必要であると。松井山手・祝園

間は20分かかっているが、複線化すれば12分で行ってしまい

ますから、あっという間に学研と国土軸が繋がることになり

ます。

そうしたことを北陸新幹線の与党 PTの場でも強 く主張 し

たところてキ,'1ま 1_て  全f煮 デ|」士!「 1■■:fil:口 主_II.進ますi■ ■l■

せ、速達性の向上実現について、国に対 し協力を求めます

し、JR西日本との協議もしっかりと進めてまいりたい。

やはり、京都府内に効果があれば、我々は負担することも

できますし、そうしたことがなければ、我々は毅然とした態

度を示すというふうに考えている次第であります。

答 弁

(2)北陸新幹線に直接接続するJR学研都市線の松井山手・

木津駅間については、単線のため利便性が低 く、また、大雨

の度に速度を落として運行するなど.1て害 '〔
対 してt■:=で

あるが、新幹線整備の効果を府南部地域全体に確実に広める

ため、この学研都市線を北陸新幹線とのアクセス路線として

整備を進める必要があると考える。府南部地域とのアクセス

性向上、また、北陸新幹線の早期全線開業を促進するために

も、松井山手 。木津駅間の複線化事業に早期に取 り組むべき

と考えるがどうか。

(3)木津川左岸地域では、京奈和 自動車道がいち早 く開通

し、関西文化学術研究都市をはじめ、この地域の発展に貢献

してきたが、府道八幡木津線では、慢性的な渋滞が発生し、

日常生活に不便なだけでなく、経済活動にも大きな影響を与

えるため、バイパス道路として山手幹線の整備を順次進めて

いる。現在、事業中の宮津 。菱田工区は、本年度の開通を目

指し鋭意工事が進められているが、工事進捗状況と、開通の

見込みはどうか。

次に、道路整備についてであ りますけれ ども、山手幹線

は、府道八幡木津線とともに木津川左岸地域の主要な南北軸

であ りますので、災害時の緊急輸送時にも必要な道路 とし

て、京奈和自動車道や新名神高速道路、第二京阪道路とアク

セスをして、クラスター間の強化を図る上で大きな役割を

担っておりますので、都市の整備と歩調をあわせ取 り組んで

まいりました。

平成25年 8月 に下狛工区が開通し、京田辺市と精華町にま

たがる宮津 。菱田工区も今回開通をすると、これで関西文化

学術研究都市の南田辺・狛田地区と精華 。西木津地区が直結

されます。
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今、順調に建設が進んでおりますけれども、国道 1号から

精華大通 りまでが一本の道路で繋がって、府道八幡木津線の

渋滞緩和にも大きく寄与するものと確信をしております。

現在、既に京田辺市域では大規模な土工事がほぼ完了しま

して、精華町域では 2つの橋梁工事が概成して、その全貌が

見えてきておりますので、多くの皆様の多大なる御理解と御

協力により、 3月 17日 に開通する運びになると思います。

府南部地域におきましては、平成35年度には新名神高速道

路が全線開通する予定でありますけれども、本当にこうした

基盤整備というものが、京都南部を近畿の、関西の中心地と

してこれから発展していく、そういう明かりがようやく見え

てきたと思います。

あの北陸新幹線もそうでありますし、新名神、スマー トイ

ンターチェンジができることによる集客施設の立地、そして

学研都市においては、この春から次から次へ と大変大規模

な、ほかが羨ましがるような素晴らしい企業が立地をしてい

きます。

そして、こうしたことがお茶の京都という流れの中で地元

の産業や雇用にも影響を与えていき、宿泊施設の市地にも繋

がっていく3犬打峠、こうしたものも本当に地域の人に希望

を与えていると思います。まさに公共インフラが地域に対 し

て未来と希望を与える典型だと思っております。

明治の時代の本当に苦 しい時代、それを乗 り切るために京

都府は公共投資を行って、琵琶湖疏水によって新たに産業を

興 しまして、今も私たち水に困らない。その時に未来への明

かりを灯したのが明治の人たちだと思います。

私たちも今こうして、ようやく京都南部は未来への明かり

が見えてきたと思います。私は、ここで勇退させていただき

ますので、明かりの所までは辿 り着けませんけれども、是非

とも京都府議会のみなさまにはこの明かりを手に取って、み

んなで楽 しめる時代を創 り上げていただきますことを心から

お願いを申し上げたいと思います。

12。府立学校におけるスポーツの振興について

スポーツは、体力向上や健康な体づくりのほか、試合に勝

利 した喜びや充実感に加え、忍耐力や リーダーシップを育

み、努力することの大切さや人 とのつなが りの大切さを学

び、人間関係を広げるなど、人格形成の面からも、大変重要

と考えるが、府立学校におけるスポーツの振興に関し、次の

諸点について、所見を伺いたい。

のか懸念する。団体競技のチーム編成ができなかったり、先

生の人数も少なく顧間が足りないなど、様々な課題が考えら

れる。 1ク ラスである園部高校や福知山高校の附属中学校で

の取組も踏まえ、どのように取 り組もうとしているのか。ま

た、附属中学校同士のスポーツ交流なども実施すべきと考え

るがどうか。

CCCGCCGCGC《 CI(II菫夏::|1教 :1逢藻:|:||:::)

府立学校におけるスポーツの振興についてでありますが、

京都府では、体育・スポーツに重点を置きながら、生徒一人

一人の個性の伸張を図るため、昭和60年 に全国初の普通科第

Ⅲ類体育系を設置 し、その後、乙訓高校のスポーツ健康科学

科や、第Ⅲ類体育系の成果を受け継いだ普通科スポーツ総合

専攻を設置し、府立高校スポーツの核として競技力の向上に

努めて参りました。

その結果、御紹介のように全国大会での優勝やオリンピア

ンの輩出、甲子園出場など多 くの成果が現れており、更に

は、卒業生が教員 として採用され、後進の指導に当たるな

ど 好循環も生まれております。

また、そうした学科等設置校以外でも、スポーツ振興の裾

野が広がってきて、部活動にあこがれて入学を希望する生徒

も多く、府立高校全体の運動部活動の加入率は、この20年で

10ポイント上昇いたしたところでございます。

一方で、近年、教員の長時間労働が課題 となっており、部

活動の負担が原因の一つに挙げられるとともに、長時間の部

活動による生徒の健康や学業への影響も懸念されることか

ら、今後、そうした負担にも配慮が必要であると考えており

ます。

そのため、スポーツによる障害の予防や休養とパフォーマ

ンスの関係性など、医科学的な知見を踏まえた練習計画の作

成や休養日の設定、外部人材の効果的な活用などを示 した部

活動指針を策定することとしております。

その上で、健康科学の専門家や京都府高等学校体育連盟等

とも連携を図りながら、研修会等を通じて効率的で効果的な

練習方法の普及に努め、部活動の量から質への転換を促し、

高校全体のスポーツの活性化と働き方改革の両立にしっかり

と取り組んで参 りますc

次に、附属中学校の部活動についてでありますが、ご指摘

のようにそれぞれの学校の規模が小さい中で既に設置してお

ります附属中学校では、中高一貫校の特色を生かし、高校生

との幅広い異学年集団での合同練習を行うことによって、技

術の向上だけではなく、豊かな人間性や社会性の育成にもつ

なげております。

来年度開校の南陽高等学校附属中学校におきましても、そ

うした取組により部活動を充実させるとともに、地元中学校

と隣接 している利点を活かした合同練習を行うなど、各部の

状況に応じた対応に努めて参ります。

また、附属中学校同士の交流につきましては、遠距離の移

動などに関して、課題 もあ りますが、スポーツや学びなど

様々な分野で交流を行っていくことに意義があるというふう

に思いますので、そうした事業につきましても、検討 して参

りたいと考えております。

(1)府立高校では、 5校にスポーツ総合専攻を設置 し、ス

ポーツを科学的・実践的に学ぶカリキュラムを編成するとと

もに、重点的に取 り組む運動部活動 と連動させた競技力向上

に取 り組み、全国的な強豪校となっている。こうした実績を

残すためには、優秀な指導者による熱心な指導も重要な要素

となるが、近年、教員の多忙化が問題となり、部活動指導業

務が負担 とのデータもある。今後、部活動指導に係る教員の

負担に配慮しながら、運動部活動の活性化を図ることが重要

と考えるが、どのように取 り組むのか。

(2)昨年の 2月 定例会で「語学力や科学的素養を兼ね備えた

未来を担うリーダーの育成を目指す」と教育長が答弁した南

陽高校附属中学校が本年 4月 に開校するが、生徒数が 3学年

あわせても120人 と小規模なため、充実した部活動ができる
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13.京都府の行政運営のあり方について

京都府の行政運営のあり方に関し、次の諸点について、知

事の所見を伺いたい。

(1)新府総の終わりとともに、 10年単位の基本計画を作成す

る行政運営から、府政運営の理念を定めた基本条例を制定

し、長期ビジョンである明日の京都と4～ 5年毎の中期計画

と地域振興計画、更にPDCAサ イクルによる時代の変化に

柔軟に対応 し、翌年度に予算化を目指すアクションプランの

導入など、行政運営のあり方を切 り替えたが、機動的な施策

転換に関し、次の諸点について、所見を伺いたい。

①変化が激しい時代に、基本的な方向性はブレることなく、

より機動的な対応が可能な仕組となったが、導入前の想定と

比べ、成果や現状をどのように評価するのか。また、今後の

展望についてはどうか。

②時代の速度に追いつき、現場の状況に合わせるためには、

PDCAサ イクルによる施策のスクラップ・アンド・ ビル ド

により、改善し続ける必要があると考えるが、これまでPD
CAサイクルをどのように意識 し、府政運営を行ってきたの

か。

(2)広域振興局の再編や機能強化をはじめ、簡素で効率的か

つ、より機能する組織の構築に努めてきたが、組織が役割を

果たすためには、先端技術を取 り入れ、外部環境の変化にも

対応しつつ、最も相応 しいあり方に変化し続けることが重要

である。人口減少のもと、内外の交流を促進すると同時に平

穏な暮らしを守ることなど、様々な課題が求められる中、 4

期16年を振 り返り、これまでの組織改革についてどのように

評価するのか。また、残された課題についてはどうか。

|‐ ||1答 弁 知 事

そして、同時に迅速な対応をしていかなければならない。

これが、今までの仕事の慣習は決してそうではなかったとい

うふうに思っております。例えば従来の仕事の進め方は年度

当初に始まり、年度末に終わるというのが慣習であります。

したがって、各種の計画策定も年度末につくってしまう。と

なりますと、たいそうな審議会を経て専門家の意見を念入 り

に入れても結局施策が予算化されるのは 1年遅れる、 1年遅

れるだけではなく、実行するのはさらに遅れる。これが変化

の激 しい時代に対応できるんだろうか。それならば、アク

ションプランと称 しましたけれど、多くの現場の人たち、専

門家を入れて、予算提案までにプランをつ くる、これによっ

て時間感覚、現場感覚の導入を図りたい。さらに、アクショ

ンプランについては秋までに検討を終え、府議会に中間報告

することで、議会のご意見を政策策定段階までで踏まえるこ

とが出来るという形にいたしました。

時間が経って、こうした思考過程は、私はかなり根付いて

きたんじゃないかと思ってお りまして、これだけではな く

て、庁内ベンチャー事業や事務改善事業、さらには地域力再

生ブラットフォーム、地 1口人ノJ再生ブラッFフ ィー
^「

し、デてし2

件が活動 しておりまして、こういう現場感覚のもとで迅速に

施策をつ くっていく、予算における新規事業もですね、かな

リスムーズに出てくるようになったというふうに感 じており

ます。

また、それだけではなくて、こういう対応は、災害対策や

国の補正予算に呼応した経済対策などについても、とにかく

早 くなってきたと思っておりまして、最近では、災害の発生

から予算の提出までびっくりするくらい、私は早くできるよ

うになったなと自負しております。昨年の台風21号の時は、

7日 で補正予算を提出しました。だいたい 1、 2週間あれば

補正予算を作 り上げてですね、提出するまでこの組織は出来

上がってきたと思っております。

これからもですね、まさに変化の激しい時代、複雑多様化

する時代におきまして、果敢に臨機応変に対応できる府政運

営を進めていただきたいなと思っております。

それだけに、府庁組織についても、固定した概念を持つので

はなく、出来る限り、有効に柔軟に対応できる組織づ くりが

必要ではないかと思いました。

その中で、平成16年に、12地方振興局を 4広域振興局に再

編しました_こ
'1)ま

■●デ■`■ つ計´tい まして .当 L● ‐十

まず、京都府の行政運営のあり方でありますけれども、私

が就任した時に一番やらなければならないのは、本当に変化

の激しい時代になってきている。今まではキャッチアップ型

の行政で国が基本方針を定めて、それに基づいて法律をつ く

り、予算をつくり、それを地方公共団体 .ま ず者【道守県力ヾ受

けて、市町村に流 していく、それをきちっとどれだけ予算を

取ってくるのか、 どれだけ効果的にできるのかということ

が、実は府庁組織をはじめ行政組織のいわば一番の狙いで

あったわけでありますけれども、そうした時代ではなくなっ

てきた。国は財政難であ り、社会は高齢化、少子化 してい

く、そしてその中において住民のニーズは複雑 。多様化して

いく。

こうした時代において、どれだけ現場感覚をもって、どれ

だけ迅速に対応できるかということが、私が知事になった時

の府庁組織変革の一番、府政運営のですね、一番考えなけれ

ばいけないことでありました。ですから、一点は現地現場主

義を貫 く。そこまで現場に行かなくてもいいじゃないかとい

う声もあろうかと思います。でも、知事が行 くことによっ

て、組織は動 くのです。知事が行 くことによって初めて組織

自身が動 く、そうした点では、無駄だと思ってもですね、現

地に行 くということが繰 り返し私は必要だと思って、しつこ

いくらい現地に行ってまいりました。

町村長から「結局、その前の振興局では何も決めることが

きなくて、また本庁に足を運ばなければならない。しか し

本庁とやると、振興局が非常に邪魔をしたりすると。あんな

ものあっても邪魔だ」 と、真正面から言われてしまいまし

た。その場に荒巻前知事や草木前副知事と一緒にいて真正面

から言われたので痛烈に覚えているんですけれども、このま

まではやっぱり市町村の信頼を得られない振興局しかできな

いということで、この振興局の再編・統合を行いました。こ

れによって、市町村合併に伴い、 1振興局 1市町村という状

況が生まれることにならないで済んだと、そしたら市町村に

事業を任せた方がいいわけであ りますから、その点では良

かったなと思っておりますし、振興局への大幅な権限移譲に

よる課題対応力の強化や市町村と連携した地域振興計画、こ

うしたものが、私は「もうひとつの京都」というものにも結

びついたのではないかなというふうに考えているところであ

ります。

また、平成20年 には、部局を再編いたしましたけれども、
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企画実践型というんでしょうかね、学研都市が非常に発展し

たのは研究生産一体型にしていったこと、同じように府庁も

時代変化に対応して企画実践型に再編していかなければなら

ないという形で再編いたしましたし、その中で組織につきま

しても、職員の年齢構成を見て、40代 中心になってきたとき

に、いわゆるどんどんどんどん人口が増えてくる時代のピラ

ミッド型の年齢構成じゃないわけですから、フラット型に変

えていかないといけない。そして、今度は新 しい人が入って

きた時には、新しい人を育てるためにグループ型にしていか

なければならない。府庁の年齢構成やその時代の変化に応じ

た体制を使い分けていく、柔軟な組織を作 り上げようとして

まいりました。

これからも何時の時代にも大切なのは組織が住民の課題を

つくるのではなく、住民の課題が組織をつくるんだという意

識で課題に向き合っていく中で、組織体制を執行体制を確立

していかなければならないということを申し上げておきたい

なというふうに思っております。

14.ソーシャルキャピタルの育成と府民の変化について

地域力再生など、安心・安全の確保に不可欠なソーシャル

キャピタルを引き出すこれまでの取組を評価するが、府政に

参画する人やNPO等 は増加したものの、全体として府民意

識が醸成されたかは疑間である。これは、世の中の流れであ

るが、孤立社会の中で温かさが求められ、また、超長寿社会

において支え合いが不可欠な社会インフラとなる。これまで

のソーシャルキャピタルを育てる取組を進める中で、関与し

た府民はどのように変わったのか。また、孤立化のスピー ド

に打ち勝ち、参画する府民を増やして支え合いの裾野を広げ

るため、今後何をなすべきか、知事の所見を伺いたい。

CG(CCCCCCCGGCC個 (11i:|1111:曽 il至III:|::ヨЁII:|::|11菫:|:IE)

ソーシャルキャピタルの育成と府民の変化についてであり

ますけれども、ソーシャルキャピタルの低下というものを一

番感じたのは、犯罪件数の増加であります。そして、それに

対 して、その犯罪件数の抑止のために、また一番効果的で

あったのが、もちろん警察官も増員いたしましたけれども、

警察官の増員は 5%ですから、あの、やっ:ま り府民の音さん

のソーシャルキャピタルであったと。私はそれが三分の一に

犯罪が減ったというですね、一つの大きな成果 となって出て

きている、そしてそこに府民の皆さんの意識 というものが非

常に高まったということは実感しているところであります。

そうした意識をみんな持っているのか、というところが一番

問題 となってくるわけであ りますけれ ども、今までの社会

は、例えば地域の連帯のもとで、町内会や自治会という組織

があって、そこに課題が出てきた場合には、そういう組織が

対応してそれをうまく解決していった。しかしそうした組織

が弱まってきた、ソーシャルキャピタルが非常に低下した社

会においては、逆に課題を提示 して、その課題をテコにして

ソーシャルキャピタルを高めていかなければならないんじゃ

ないか。そういう時代に私たちは追い込まれているんじゃな

いか、という意識を持ちました。ですから防犯について、ま

さに防犯をなんとかしなくちゃいけないということをテコに

して、新たなソーシャルキャピタルを作っていくことによっ

て、地域の結束というものを、また絆というものの再生とい

うものをねらってきたわけであります。

その点から申しますと、すぐに全部の意識が変われるわけ

ではない、課題が無い方にとってはですね、まだまだソー

シャルキャピタルというのは遠い存在でした。しかし、課題

を踏まえて、その課題を解決されなければならないという意

識を持ったリーダーの方々は、私はあのプレイヤーとしてで

すね、着実にこの16年間で京都に増えてきたというふうに思

います。

私 どもの地域力再生のメーリングリス トというものがあり

ますけれども、その中での交流などを見ておりますと、本当

に役所 とい う、市町村 と役所 という世界 とは違 うもう一つ

の、地域力という世界が生まれてきたということは実感して

おります。

【共生社会づくりを通じた府民参画推進】

課題型でありますから、それをどうやって拡げていくかに

ついては、もうひとつ乗 り越えなければならない壁があると

思っております。

しかしながら私たちは、こうした積み重ねの中で、今回の

予算でも介護予防推進の取組を支援する地域支え合いの強化

という中で、コラボができる時代になったと、そして、こど

もの城の拡大強化の中で、更に色々な形で課題を分かち合う

人達を作ることが出来るんではないかと、農福連携の軸の中

で、より多 くの人達が障害者施策に関わることができるので

:ま ないか3こ うした形、更に|ま 、」ヽ規模多機能自治としての

農村型CMOの形成によって、地域集落自体が新しい課題対応

型のものに変わっていくのではないか、という方向を示すこ

とはできたのではないかな、というふうに思っております。

孤立社会の闇が広がっている現実は確かにありますし、そ

れに対 し速度も速いという事実もありますけれども、それだ

けに、共生社会という灯 りをきちっと灯 していく、そしてそ

こに大勢の人が集える状況を作っていく、これが私にとりま

してですね、今やらなければならないことだということで取

組を進めさせていただいているわけであります。確かに、

色々な面で、そこはできてないからこそ、まだ十分でないか

らこそ、灯 りを点けて、灯 していかなければならない現実が

あるんだというふうに思います。

【地域力再生の成果】

非常にあの、こうしたソーシャルキャピタルに対 して、広

域行政である都道府県が、警察の場合はまぁ、都道府県行政

ですから割とやりやすかったんですけれども、全面的に噛み

込んでいくということは、色々当時も議論はありました。た

だ私としてはですね、この部分を疎かにしていくと、非常に

その市町村自身も非常に厳しい中でですね、全体の京都の力

が弱まって行かざるを得ないと。

ですから、やっぱリソーシャルキャピタルの強化に乗 り出

さなければいけないという想いで、地域力再生ですとか、公

募型公共事業であります とか、さらに再生が難 しい地域に

は、公共員制度といったものを創 り出したわけであります。

今の時代一番の問題なのは、ご指摘にありましたように、

【地域力再生のブラッシュアップ】

そしてそれだけではな くて、そうした時代の中で、私は

やっぱり新 しい芽が今 しっかり出てきているんじゃないか、

人生 100年 時代、定年後のシエア層の地域参加というのは、

これからどんどん進んでいきます。そして、IOTや AI、 そうし
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たものも、例えばクラウ ドフアンディングが、新 しいです

ね、可能性を創 り上げていく、シェアリングハウスやコレク

ティブハウスというようなものが、新 しいまた地域の絆を作

り上げていく、そうしたことを、ソーシャルキャピタルの再

生と組み合わせていくことによって、共生社会づ くりという

ものが、孤立社会に対 して対抗できる手段を作 り上げてい

く。

私は 16年 間かけて、残念ながらそれは完成 どころかです

ね、まだ麓にも達 していないと思いますけれども、そうした

道筋だけを皆さんと共に共有できたらな、ということを申し

述べたいな、というふうに思っているところであります。

15.たくましい経済と国際化(大交流時代)について

多くの外国人が京都を訪れることで、観光産業が成長する

可能性があり、また、留学生やハイレベル労働者の受入など

も、世界中から京都を選択させる競争に晒されることで、魅

力的な街づ くりなどに資する可能性がある。国際化の推進

は、本府の経済活性化に寄与すると考えるが、欧未に比・ 、ヽ

日本は国際化に対する抵抗感があり、京都もその傾向が強い

と感じる。本府では、大交流の方針や、世界交流首都 。京都

というビジョンの実現に向け取 り組んでいるが、国際化の現

状認識と今後の展望についてどのように考えるのか。また、

国際化に対する府民理解の促進のため、何をすべきか、知事

の所見を伺いたい。

転について、その人材やそうしたものを呼んでくることも必

要でしょうけど、何よりも京都が創 り上げてきたその国際的

な価値の中で、日本の文化というものを発展させてきた歴史

というものを日本のこれからの戦略として創 り上げていく必

要があるということが、私も一番、大きな文化庁を来ていた

だく狙いであります。

文化交流事業にも多くの府民の皆さんが参加し、新 しい交

流の芽が出来つつあります。この交流が、文化芸術から、生

活文化、産業文化へと進展していけば、また新しい未来が切

り拓かれていきます。

今後とも、海外との積極的な交流こそ、日本文化を再認識

するためにも必要だというふうに思っております。確かに、

そうした交流に対して、違う意見をお持ちの方もいらっしゃ

るというふうに思いますけれども、私は国際化の時代という

ものが避けられない時代である以上、京都はそうした大海原

へ漕ぎ出していくことによって、未来をより確かなものにし

ていくべきだと考えております。

16.多極分散型国土の構築と統治機構のあり方について

最近、全国知事会で提言してきた統治機構や国土形成の議

論が後退 しているが、特区で明らかなように、地方が自主

的 。主体的に考え、施策を展開する分権型社会の実現こそが

地域活性化の鍵であるが、そのための財源確保 となると、

国・地方の闘争の結果、答えが出ることはない。国の財源配

分だけに頼るのではなく、税源涵養策も含め、地方自身がど

うすれば稼げ、また効率的な行政の実現が可能 と考えるの

か。また、その先にある自主的 。主体的な行政活動の実現に

向け、どのように取 り組むべきか、全国知事会長でもある知

事の所見を伺いたい。

CttCCCCGCCCCCG(lll::1彗 :ヨ≡I::1菫il:::二豊言111:II:||:)

多極分散型国土の構築と統治機構のあり方についてであり

ますけれども、私もこの間、地方分権をずっと押し進めてき

て、平成11年の地方分権一括法も、当時の国の法制局で直接

携わってきました。こうした中で、権限の改革は色々な面で

完成には近づきつつあるかと思っております。岩盤と言われ

た農地の問題やハローワークの問題が解決 したのは、大きな

qqttCqCCCttGCGCG⊂ 答 弁

そうした中で、交流、国際化というのも、これは私はやっ

ぱりこの人口減少時代において、この京都の未来、希望を創

る上では、非常に大きな役割を果たすというふうに思ってお

ります。そして、単にそれは訪日外国人客数が2,869万 人と

いうだけではなくて、すでに在留外国人数は250万人を超え

ております。これは京都府の人口と等しいだけの在留外国人

になっている。既に私達は知らない間に、国際化の時代に突

入しております。

この国際化の時代を否定することは、今や鎖国化できるよ

うな時代ではありませんし、そうした中では、交流をより理

解し合えるものに変えていく、そしてお互いが理解をする中

でですね、力に変えていく みら
'｀
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いけない。京都はそういう力でもって発展をしてきた都市で

あると思いますし、地域であるというふ うに思ってお りま

す。それだけに私 どもも「世界交流首都・京都」 という非常

に大きな目標を掲げさせていただいたところであります。

そして、私自身もまさに国際的な交流を、単に親睦とか友

好だけではなくて、例えばオクシタニ州やケベック州との友

好提携を締結しましたし、ベ トナム・フエ省など実に19の地

域と交流を進めてきたんですけれども、基本的にはスマー ト

シティや英語教育や環境問題や伝統産業など、お互いに理解

をわかち合える分野をしっかりと特定して、そこから交流を

広げていこうということを今行っているところであります。

そしてその中から、世界から選ばれる京都、和食や伝統産

業などの質の高い京都、こうしたものを創 り上げていかなけ

ればならないと思いますし、この価値 というのを私は本当に

京都は持っていると思います。ですからこの価値こそが次の

日本の価値を創 り上げていくから、文化庁というものの移転

に、非常に固執して頑張ってきたわけであります。文化庁移

進 Tヒ きらてモ '‐
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ただ一方で、財源については、三位一体改革の

円の税源移譲に対し4.7兆円の国庫補助負担金の廃止 。縮減、

これだけでも厳しいのに、本来このときには増やさなければ

ならない地方交付税が約 5兆円も削減されて、それが財政力

の弱い団体は益々財源が少なくなるという地方の衰退を招い

た。これはやはり反省をして貰わなければならない大きなポ

イントだと思っております。

それだけに、私は知事会長になった時も、消費税の 5%引

上げ分について、地方のきちつとした財源手当をかなり強硬

に主張して1.54%の 、今まで以上の確保を行った訳でありま

すし、また、「国と地方の協議の場」でも、「地域の元気な

くしてアベノミクスの成功はありません、そのために地方財

源を確保して行かなければ、地方が衰退してこの国が栄える

ことはあり得ません」

と言うことを繰 り返し申し上げてきたところであります。そ

の中で、地方創生の推進や一般財源総額の水準確保は、一応

実現していると思います。
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しかしながら、こうした中で大きな問題として地方の自立

を妨げているのは、一つには、自治体間において税源の偏在

がある、自治体間格差が非常に大きいという問題。そして、

その中でこの国が少子高齢化していき、大変厳しい財政状況

にあって、地方がどうやって財源涵養をしていくのかという

問題を突き付けられている、こうした事が、実は、今、地方

自治や地方分権に影を落としております。

このため、私は、全国知事会に「新 しい地方税源と地方税

を考える研究会」を立ち上げ、税源偏在についても、地方自

主課税のあり方の見直しでありますとか、地方消費税の精算

基準の見直しといった都道府県基幹税の抜本改革を、また、

税源涵養につきましては、出国税や森林環境税の地方行政需

要に見合った配分や、外国人旅行者の増加対応、先ほどおっ

しゃったように、来て頂 くのは有 り難いが、その分地域に問

題も起きている、それはきちっと税の負担配分を見直すこと

によって対策を講じるべきではないか、こうした形の新税の

検討を進めてきている訳であります。

こうした税制改革 と平行して、地域の格差を是正するため

に、地方創生を推進する観点からも、企業の地方移転や若者

のUターン、 Iターン施策とか、更に、今国会には、東京の

大学の定数増の抑制や地方大学の振興を、新たな交付金の創

設も盛 り込んでお願いをして、今、予算案、また法案の審議

にいよいよ入ることになりました。

こうした一つ一つの中で、負担と受益を明確にして国民の

理解を得て行かなければなりませんが、私は、地方自治が優

れているのは、こうした負担と受益の関係を具体的な説明を

示すことが出来る行政であることだと思っております。国の

統治機構に対 して、それだけに地方自治と言うことをもう一

度明確に位置づける必要があると感じております。

先ほど、問題から入っていくのはいいが、問題がない人に

対 してどうやって広げていくのか、または、課題から入って

出来上がったリーダーの皆さんを全体の中にどうやって取 り

組んでいくのかという問題がありました。

こうしたときに、そもそも地方自治とは何か、地方自治は

何のためにやらなければならないのか、こうした点をもう一

度明確にしなければ次の地方自治のステップに混乱が起き

る、場合によっては国の恣意的な地方利用論に陥いるのでは

ないかと言うことを危惧しておりますc

その点から、_先 日の地方自治法施行70周年の記念式典の場

生活があるとされているが、街並みや芸術、食文化など主要

な部分は、経済活動の中で損なわれつつある。これに反し、

京都人の暮し方や働き方、街並みなどが日本らしい生活であ

ると人々を魅了し、しかも経済活動がそれを損なわず、むし

ろ、生活を支え、発展させていなければならないと考える。

例えば、京都ビジョン2040で は、文化を軸とした街のあり方

を描いており、30年後にこうした生活と経済の関係の実現を

望むが、30年後の「京都の生活と経済」について、知事の所

見を伺いたい。
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文化首都 としての責務についてでありますけれども、まさ

に私どもが京都ビジョン2040で描きましたのは、世界交流首

都、そして、世界交流首都を成す京都の文化首都化、つま

り、交流と文化、交流によって経済の拡大、また色々なもの

の拡大を文化できちっとそれを昇華させていく、そういう未

来を描きました。

もともと、私たちは文化庁の移転を要請したときに、もち

ろん街並みや文化財も重要でありまして、ですから暫定登録

文化財制度も私は創設させていただいた訳でありますけれど

も、一番大切なのは持続可能な社会をつ くっていかなければ

ならない、その持続可能な社会をつ くるための様々な生き

方、働き方、過ごし方、そういう文化が京都にある、千年間

続いた都である、自然 と共生 し、そして町衆の皆さんがお互

いに支え合う、そういう文化を持っている、祇園祭を維持し

ていくのも町衆ですし、学校を最初につ くり上げたのも町衆

であります。

そういう文化が地域社会に受け継がれている、確かに壊れ

つつあるのかも知れませんけれども、日本の中で色濃 く残っ

ているところに、文化庁 という日本の文化の発信拠点を置 く

ことによって、これを再生しながら、日本のこれからの強み

として活かしていく行政を行わなければならない、そして、

それが京都の未来を明るいものにしていく、そういう思いで

文化庁の移転のために動いた訳でありますし、これはオール

京都としても動いてきた訳であります。

そして、こうした京都の文化というものは、単に文化財だ

けではなく、伝統産業や映画やコンテンツ、食など、おもて

なし産業と言っても良い、そうした効率性、経済性では測 り

_きれない、洗練された文化性の高いものによっ_て、_逆に経済

価値を生み出してきたというふうに言えると思います。まさ

に、おもてなしというものこそ、京都の文化の特徴だという

ふうに思っております。

そうした観点から、交流首都であり、文化首都である京都

というものが、私は30年後にでき上がることが、京都全体

の、また、日本全体の新 しい力に繋がるのではないかなとい

うふうに感じているところでありまして、そうした未来をこ

れからもつ くり上げていかなければならないというふうに

思っております。

私はこの 4月 で勇退をさせていただく訳でありまして、道

半ばではありますけれども、こういう大きなビジョンが皆さ

んと共有できて、そのビジョンに沿ってさらに京都が進んで

いく、そういう方々が京都府政を引き継いでいただければ、

希望のあるところ、そして、共生の思いのあるところに私は

必ず未来が開けると確信をしているところであります。

においても をきちっと踏まえた地方自治を確立す

頂きましたし、「国とべきだと言うことをあえて

の協議の場」においても、総理に対 して地方自治を憲法

上明確に位置づけるべきではないかと申し上げました。

国の恣意的な施策の中で地方自治が混迷することが二度と

ないように、また、多くの皆さんが地方自治とは何か、住民

の権利とは何か、自分たちの地域を未来に向かってどう進め

ていくのか、こうした問題に向け合える、そうした意識を高

めていく方向を作 り上げていかなければならないのではない

かと考えているところであります。

17。文化首都としての責務について

東京の政治 。経済は医療や年金などのためにGDPを 増や

すという現実に即した答えを出しているが、本府が文化首都

を名乗るなら、日本らしい生活を示 し、それを支える経済の

仕組みを提案する義務があると考える。京都には日本らしい
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